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東
京
土
建
の
第
74
回
本
部
大

会
は
コ
ロ
ナ
禍
で
、
例
年
以
上

に
仲
間
の
仕
事
と
生
活
に
関
わ

る
運
動
の
議
論
が
求
め
ら
れ
る

中
で
開
催
と
な
っ
た
。
そ
れ
に

も
関
わ
ら
ず
、
本
部
大
会
で
は

組
織
分
裂
を
防
ぐ
た
め
の
東
京

土
建
未
来
の
会
の
審
議
に
多
く

の
時
間
が
割
か
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
を
お
詫
び
す
る
。

11
月
2
日
中
央

執
行
委
員
会
で
決

定
し
た
統
制
処
分

に
つ
い
て
、
最
高

議
決
機
関
で
あ
る

本
部
大
会
で
投
票

を
行
な
い
、
大
差

で
中
央
執
行
委
員

会（
執
行
部
）の
処

分
決
定
を
支
持
す

る
結
果
と
な
っ

た
。
こ
れ
か
ら
本

部
と
し
て
未
来
の

会
に
よ
る
組
織
的

混
乱
を
収
め
る
こ

と
に
全
力
を
尽
く

し
、
支
部
と
本
部

で
連
携
し
な
が
ら

で
き
る
限
り
早
い

時
期
の
収
束
を
目

指
す
。

東
京
土
建
は
こ

れ
か
ら
も
仲
間
の
仕
事
と
生
活

の
実
態
に
基
づ
く
要
求
を
実
現

す
る
た
め
に
運
動
を
発
展
さ
せ

て
い
く
。
大
手
資
本
な
ど
に
対

し
、
建
設
従
事
者
の
権
利
を
守

り
、
建
設
業
界
の
改
善
を
図
る

運
動
を
す
す
め
て
い
く
。
そ
の

た
め
に
は
、
組
合
員
の
強
固
な

意
思
統
一
と
団
結
を
最
大
限
に

確
保
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な

る
。
東
京
土
建
は
未
来
の
会
の

よ
う
な
組
織
決
定
に
基
づ
か
な

い
勝
手
な
行
動
、
組
織
を
混
乱

さ
せ
、
扇
動
す
る
行
動
は
認
め

な
い
。
東
京
土
建
の
組
織
運
営

は
組
合
員
の
意
思
を
反
映
し
た

組
合
の
ル
ー
ル
に
基
づ
き
行
な

わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
私
た
ち

は
組
合
民
主
主
義

の
原
則
を
改
め
て

確
立
し
て
い
く
。

本
部
役
員
に
つ

い
て
は
副
委
員
長

と
常
任
執
行
委
員

の
役
職
で
選
挙
と

な
っ
た
。
本
部
役

員
立
候
補
に
あ
た

り
、
支
部
推
薦
や

ブ
ロ
ッ
ク
確
認
の

必
要
性
を
組
織
的

に
確
認
し
て
き
た

が
、
統
制
処
分
を

受
け
た
3
人
が
、

そ
の
ル
ー
ル
を
破

り
、
立
候
補
し
て

き
た
こ
と
は
看
過

で
き
な
い
。
未
来

の
会
に
よ
る
組
織

の
混
乱
を
の
り
こ

え
、
東
京
土
建
の

団
結
を
改
め
て
皆
さ
ん
に
訴
え

た
い
。

今
後
は
役
員
体
制
の
団
結
を

強
化
し
、
コ
ロ
ナ
禍
で
大
変
な

仲
間
の
仕
事
と
生
活
を
支
え
、

業
界
の
改
善
、
仲
間
の
社
会
的

地
位
の
向
上
の
た
め
に
運
動
の

先
頭
に
立
つ
決
意
で
あ
る
。

4
月
1
日
に
行
な
わ
れ
た
2
0

2
1
年
度
第
1
回
中
央
執
行
委
員

会
に
お
い
て
、
2
0
2
1
年
度
の

東
京
土
建
本
部
の
執
行
部
の
体
制

（
役
割
分
担
）
を
下
記
の
よ
う
に

決
定
し
ま
し
た
。

〈
委
員
長
〉

中
村
隆
幸
（
東
京
原
水
協
代
表
理

事
、
都
民
連
代
表
世
話
人
、
ア
ス

ベ
ス
ト
訴
訟
統
一
本
部
長
、
国
保

審
査
会
審
査
委
員
、
拡
大
推
進
委

員
会
責
任
者
、
書
記
局
人
事
委
員

会
責
任
者
）

〈
副
委
員
長
〉

佐
藤
豊
（
産
業
対
策
責
任
者
、
本

部
住
ま
い
の
相
談
セ
ン
タ
ー
連
絡

協
議
会
、
リ
カ
コ
理
事
長
、
都
連

技
術
対
策
部
長
）

丸
山
篤
義
（
財
政
部
長
、
主
婦
の

会
担
当
役
員
、
書
記
局
員
給
与
検

討
委
員
長
、
書
記
局
人
事
検
討
小

委
員
会
責
任
者
、
規
約
・
規
定
改

正
委
員
長
、
統
制
委
員
長
）

松
本
久
人
（
建
設
首
都
圏
共
闘
議

長
、
ア
ス
ベ
ス
ト
訴
訟
統
一
本
部

副
本
部
長
、東
京
都
連
副
委
員
長
）

渡
辺
義
久
（
技
術
研
修
セ
ン
タ
ー

理
事
長
、
建
設
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

シ
ス
テ
ム
担
当
）

石
川
信
一（
事
業
所
対
策
責
任
者
、

都
心
対
策
、学
習
制
度
化
委
員
長
、

ど
け
ん
共
済
会
理
事
長
、
国
保
対

策
委
員
長
）

石
村
英
明
（
国
保
組
合
理
事
長
、

護
憲
平
和
運
動
本
部
長
、
東
京
革

新
懇
担
当
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
反
対

連
絡
会
担
当
）

〈
書
記
長
〉

小
番
徹
（
全
体
統
括
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
東
京
土
建
Ａ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
理
事
長
、

全
労
済
都
本
部
理
事
、
東
京
地
評

副
議
長
、
護
憲
平
和
運
動
本
部
事

務
局
長
、
組
織
財
政
検
討
委
員
会

事
務
局
長
）

〈
書
記
次
長
〉

北
川
誠
太
郎
（
賃
金
対
策
部
、
仕

事
対
策
部
、
労
働
対
策
部
、
産
業

対
策
委
員
会
事
務
局
長
、
ア
ス
ベ

ス
ト
訴
訟
統
一
本
部
事
務
局
長
、

建
設
政
策
研
究
所
副
理
事
長
、
東

京
地
評
幹
事
、
国
民
春
闘
常
任
幹

事
、
建
設
首
都
圏
共
闘
幹
事
、
リ

カ
コ
理
事
）

熊
切
健
二
（
技
術
研
修
セ
ン
タ
ー

専
務
、
技
術
対
策
部
、
税
金
経
営

対
策
部
、
産
業
対
策
委
員
会
副
責

任
者
、
経
営
セ
ン
タ
ー
・
総
合
事

業
支
援
セ
ン
タ
ー
、
東
京
自
治
研

副
理
事
長
）

中
宿
稔
（
組
織
部
、
後
継
者
対
策

部
、
青
年
部
、
事
業
所
対
策
、
主

婦
の
会
、
シ
ニ
ア
、
情
報
戦
略
責

任
者
、
国
保
対
策
、
脱
原
発
・
エ

ネ
ル
ギ
ー
政
策
）

木
村
潮
人（
国
保
組
合
専
務
理
事
、

社
会
保
障
対
策
部
、厚
生
文
化
部
、

国
民
運
動
本
部
事
務
局
長
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
反
対
連
絡
会
、
ど
け
ん

共
済
会
副
理
事
長
、
労
働
共
済
連

副
理
事
長
）

中
原
收
（
財
政
部
、
総
務
、
教
育

宣
伝
部
、
学
習
制
度
化
、
電
算
室
、

人
事
部
、
機
関
紙
協
会
都
本
部
理

事
長
、
「
ひ
ろ
ば
」
責
任
者
、
労

金
都
本
部
運
営
委
員
）

〈
賃
金
対
策
部
〉

部
長
・
小
坂
剛
常
任
中
執
。
中
村

修
一
専
従
常
任
中
執
。
担
当
中
執

・
及
川
光
太
郎
（
葛
飾
）
、
伊
藤

賢
司
（
新
宿
）
、
藤
川
善
清
（
墨

田
）
出
雲
洋
行
（
江
東
Ｂ
）

〈
仕
事
対
策
部
〉

部
長
・
佐
藤
里
志
常
任
中
執
。
栗

橋
宏
専
従
常
任
中
執
。
担
当
中
執

・
井
澤
典
一
（
大
田
）
、
秋
元
正

眞
（
世
田
谷
）
、
相
山
昇
司
（
村

山
大
和
）、
姫
路
直
樹（
東
部
Ｂ
）

〈
労
働
対
策
部
〉

部
長
・
川
口
敏
彦
常
任
中
執
。
唐

澤
一
喜
専
従
常
任
中
執
。
担
当
中

執
・
真
木
泰
久
（
足
立
）
、
佐
藤

忍
（
目
黒
）
、
矢
吹
一
幸
（
八
王

子
）
、
角
谷
美
樹
（
西
部
Ｂ
）

〈
技
術
対
策
部
〉

部
長
・
福
地
孝
志
常
任
中
執
。
佐

藤
公
広
平
専
従
常
任
中
執
待
遇
。

担
当
中
執
・
奥
村
歳
久（
文
京
）、

島
村
新
（
三
鷹
武
蔵
野
）
、
鯉
淵

勝
也
（
小
金
井
国
分
寺
）
、
宮
澤

和
也
（
府
中
国
立
）

〈
社
会
保
障
対
策
部
〉

部
長
・
千
葉
一
郎
常
任
中
執
。
田

村
彰
宏
専
従
常
任
中
執
。
担
当
中

執
・
伊
藤
勝
伸
（
渋
谷
）
、
鎗
田

登
美
雄（
杉
並
）、
清
水
政
廣（
多

摩
西
部
）、三
橋
誠（
多
摩
稲
城
）、

安
藤
信
也
（
南
部
Ｂ
）

〈
組
織
部
〉

部
長
・
檜
山
剛
志
常
任
中
執
。
黒

木
強
専
従
常
任
中
執
。
担
当
中
執

・
土
橋
弘
典（
豊
島
）、渡
辺
勝
二

（
北
）、阿
部
秀
晴（
中
野
）、宮
崎
透

（
西
多
摩
）、池
田
直
隆（
城
北
Ｂ
）

〈
後
継
者
対
策
部
〉

部
長
・
上
原
誠
常
任
中
執
。
五
本

木
宏
晃
青
年
部
長
、
沼
口
剛
専
従

常
任
中
執
。
担
当
中
執
・
出
井
章

史
（
港
）
、
寺
山
邦
裕
（
台
東
）

冨
樫
康
弘（
江
東
）、
栄
大
翔（
青

年
部
）、
奥
田
八
志（
多
摩
北
Ｂ
）

〈
税
金
経
営
対
策
部
〉

部
長
・
齋
藤
誠
常
任
中
執
。
山
本

高
明
専
従
常
任
中
執
。
担
当
中
執

・
小
林
紀
久
夫
（
品
川
）
、
井
上

清
一
（
小
平
東
村
山
）
、
前
川
達

夫
（
清
瀬
久
留
米
）

〈
厚
生
文
化
部
〉

部
長
・
大
木
栄
一
常
任
中
執
。
松

広
高
幸
専
従
常
任
中
執
待
遇
。
担

当
中
執
・
津
田
宗
久
（
荒
川
）
、

野
崎
邦
治
（
板
橋
）
、
島
崎
慶
一

（
西
東
京
）
、
鈴
木
寛
次
（
多
摩

南
Ｂ
）

〈
教
育
宣
伝
部
〉

部
長
・
後
藤
英
雄
常
任
中
執
。
三

木
勉
専
従
常
任
中
執
。
担
当
中
執

・
遠
藤
喜
世
志
（
江
戸
川
）
、
宗

像
勇（
狛
江
）、
高
木
一（
日
野
）、

山
本
晃
（
多
摩
東
Ｂ
）

〈
財
政
部
〉

部
長
・
丸
山
篤
義
副
委
員
長
。
茂

呂
裕
一
専
従
常
任
中
執
。
担
当
中

執
・
福
岡
忠
行
（
練
馬
）
、
佐
藤

眞
理
子（
調
布
）、
尾
花
愼
司（
町

田
）
、
大
房
孝
朗
（
多
摩
西
Ｂ
）

建
設
ア
ス
ベ
ス
ト
訴
訟
は
、
最
高
裁
で
の
最
終
弁
論
が
次
々
と
終
了
し
判
決
を
待
つ
と
い
う
大
詰
め

の
段
階
を
迎
え
て
い
ま
す
。
ま
た
与
党
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
行
な
わ
れ
る
な

ど
、
全
面
解
決
に
向
け
政
治
の
動
き
も
確
か
な
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
3
月
14
日
に
開
催
さ
れ

た
東
京
土
建
第
74
回
定
期
大
会
の
中
で
、
原
告
共
同
代
表
の
宮
島
和
男
さ
ん
（
豊
島
）
が
91
歳
の
高
齢

を
押
し
て
闘
う
決
意
と
、
引
き
続
き
の
仲
間
の
支
援
を
訴
え
ま
し
た
。

宮島さん

日
ご
ろ
か
ら
私
た
ち
首
都
圏
建

設
ア
ス
ベ
ス
ト
訴
訟
原
告
団
の
活

動
に
ご
理
解
ご
協
力
戴
き
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

建
設
ア
ス
ベ
ス
ト
訴
訟
は
、
最

高
裁
判
決
に
向
け
て
最
終
局
面
を

迎
え
て
い
ま
す
。
昨
年
の
12
月
14

日
に
最
高
裁
第
1
小
法
廷
の
深
山

（
み
や
ま
）
裁
判
長
は
国
の
上
告

を
棄
却
し
、
東
京
高
裁
の
判
決
で

言
い
渡
さ
れ
た
賠
償
額
の
22
億
8

0
0
0
万
円
が
確
定
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
遅
延
損
害
金
を
含
め
た

36
億
8
0
0
0
万
円
が
支
払
わ
れ

ま
し
た
。

昨
年
12
月
23
日
に
は
田
村
厚
労

大
臣
が
、
東
京
1
陣
原
告
・
弁
護

団
・
組
合
に
面
談
し
謝
罪
を
し
ま

し
た
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
ア
ス

ベ
ス
ト
補
償
基
金
制
度
の
創
設
の

た
め
の
要
請
文
を
直
接
田
村
厚
労

大
臣
に
手
渡
し
、
大
臣
か
ら
検
討

す
る
と
の
回
答
を
引
き
出
し
ま
し

た
。建

設
ア
ス
ベ
ス
ト
与
党
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
検
討
会
は
す
で

に
2
回
開
か
れ
、
3
月
3
日
に
は

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
ヒ
ア
リ

ン
グ
に
私
た
ち
が
原
告
を
代
表
し

て
参
加
し
被
害
の
実
態
と
補
償
基

金
創
設
の
必
要
性
を
訴
え
ま
し

た
。
全
被
害
者
を
救
済
す
る
建
設

ア
ス
ベ
ス
ト
補
償
基
金
制
度
創
設

に
向
け
大
き
く
前
進
し
ま
し
た
。

こ
の
訴
訟
は
企
業
と
の
関
係
で

は
、
判
決
ま
で
、
も
う
少
し
時
間

が
か
か
り
ま
す
。
補
償
基
金
創
設

が
早
ま
れ
ば
、
企
業
の
賠
償
額
が

確
定
す
る
の
も
そ
う
時
間
が
か
か

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
基
金
制
度

が
で
き
れ
ば
今
ま
で
提
訴
し
て
い

な
か
っ
た
被
害
者
も
賠
償
金
が
受

け
取
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
最

終
的
な
目
的
は
政
治
の
力
で
基
金

を
創
設
し
被
害
者
を
補
償
す
る
こ

と
と
、
こ
れ
以
上
被
害
者
を
出
さ

な
い
た
め
の
施
策
を
国
全
体
で
強

化
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

東
京
地
裁
に
提
訴
し
て
か
ら
13

年
目
と
な
り
ま
す
が
、
力
の
限
り

最
後
ま
で
た
た
か
い
抜
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
今
後
と
も
、
さ
ら
な

る
ご
支
援
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

「
基
金
創
設
、石
綿
の
被
害
根
絶

の
た
め
に
闘
い
続
け
ま
す
」

組織の混乱を許さず
役員体制の団結を強化

２
０
２
１
年
度
中
央
執
行
委
員
会
の
体
制

２
０
２
１
年
度
中
央
執
行
委
員
会
の
体
制


